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重要事項説明書（居宅介護支援版） 
 

    綾瀬市指定 居宅介護支援事業者 

        泉の郷綾瀬 居宅介護 

１．事業者の概要 

事 業 者 名 社会福祉法人 誠幸会 

事 業 者 

所 在 地 

      〒２４５－００１８  

神奈川県横浜市泉区上飯田町 2083-1 

代 表 者 名 理事長 鈴木 太郎 

連 絡 先 ０４５－８００－１８００ 

 

 

 

 

事 業 所 数 

特別養護老人ホーム   ２箇所 

短期入所生活介護    ２箇所 

軽費老人ホーム     １箇所 

高齢者グループホーム  ５箇所 

サービス付き高齢者住宅 １箇所（併設） 

通所介護        ２箇所 

認知症対応型通所介護  ２箇所 

訪問介護        ３箇所（併設、泉の郷綾瀬） 

居宅介護支援      ６箇所 

訪問看護ステーション  ２箇所（併設、泉の郷綾瀬） 

障害者関連施設     11箇所 

保育園（認定保育）   ２箇所 

企業内保育園      １箇所 
 

２．事業所の概要 

事 業 所 名 泉の郷綾瀬 居宅介護 

事 業 所 

所 在 地 

〒２５２－１１１５ 

神奈川県綾瀬市落合南２丁目３－６０ 

事業者指定番号 １４７４４００６２７ 号 

管 理 者 

連 絡 先 

管理者 細谷 勝彦 

０４６７－７１－５５２０ 

事業所営業時間外の連絡先 ０７０－３３５１－５６７７ 

サービス提供地域 綾瀬市、横浜市（泉区、瀬谷区） 
 

３．事業所の職員体制等 

職  種 従事するサービス種類・業務 人  員 

管 理 者 一元的な業務管理 常勤兼務 １名 

介護支援専門員 ケアプラン作成 常勤専従 1名以上       

常勤兼務 １名 
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４．営業時間及び営業日 

（１） 営業時間  午前 9時 00分～午後 6時 00分 

（２） 営業日 祝日を含む月曜日から金曜日（ただし、1月 1日から 1月 3日を除く 

２ 前項のほか、その他の時間帯の電話連絡は 24時間可能とする。 
 

５．指定居宅介護支援事業の提供方法、内容 

 （１）指定居宅介護支援の提供方法は次のとおりとする。 

・課題の分析について使用する課題分析の方法は独自方式を用いる。 

・指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室において、

利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説

明を行うとともに、相談に応じる。 

 

 （２）指定居宅介護支援の内容は次のとおりとする。 

 ・利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービ

ス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供

する。 

 ・利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自

立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握す

る。 

 ・利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき

課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利

用料並びにサービス提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原

案を作成する。 

 ・サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有す

るとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見

地からの意見を求める。 

 ・居宅サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、文書に

より利用者の同意を得て、居宅サービス計画とする。 

 ・当該居宅サービス計画に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡 

  調整その他の便宜の提供をする。 

 ・当該居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。 

 ・適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合 

  においても、利用者が介護保険施設等への入所等を希望した場合は、介護保険施設 

  等への紹介その他便宜を提供する。又、介護保険施設等から退所等を行う場合には 

  居宅への移行がスムーズに行われるよう連絡調整を行う。 

 ・介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、 

  指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも１月に１回利用者 

  の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握（以下「モニタリング」と 

  いう）する。 

・モニタリングの結果についてはその都度記録する。     
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６．サービス利用料及び利用者負担 

（１） 居宅介護支援の利用料は、法定代理受領により、当事業所に対し介護 

保険給付が支払われる場合、利用者の自己負担はありません。  

居宅介護支援の利用料は以下の通りです。 

□居宅介護支援費（Ⅰ） 

居宅介護支援（ⅰ）  要介護１・２の場合： １１，６２０円/月 

要介護３～５の場合： １５，０９７円/月 

居宅介護支援（ⅱ）  要介護１・２の場合：  ５，８２０円/月 

要介護３～５の場合：  ７，５３２円/月 

居宅介護支援（ⅲ）  要介護１・２の場合：  ３，４８８円/月 

       要介護３～５の場合：  ４，５１５円/月 

□初回加算 新規に居宅サービス計画もしくは要介護状態区分の２段階以上の変更

認定を受けた場合、３，２１０円/月を加算。 

□特定事業所加算 

      中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い

人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価

し、以下を加算する。 

      特定事業所加算（Ⅰ） ５，５５３円/月 

      特定事業所加算（Ⅱ） ４，５０４円/月 

      特定事業所加算（Ⅲ） ３，４５６円/月 

      特定事業所加算（Ａ） １，２１９円/月 

□通院時情報連携加算 

      介護支援専門員が、利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席

し、利用者の心身の状況等の情報提供を行い、医師等から利用者に関す

る情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合、５３５円

/月を加算。 

□入院時情報連携加算(Ⅰ) 

介護支援専門員が、利用者が入院した医療機関に対し入院当日に必要な

情報提供を行った場合、２，６７５円/月を加算。 

□入院時情報連携加算(Ⅱ) 

介護支援専門員が、利用者が入院した医療機関に対し入院後 3日以内に

必要な情報提供を行った場合、２，１４０円/月を加算。 

□退院・退所加算 

入院･入所期間を経た後の退院･退所にあたって、入院･入所施設の職員と

の面談を行い、連携を図った場合、以下を加算。 

 カンファレンス参加 無 カンファレンス参加 有 

連携一回 ４，８１５円/月 ６，４２０円/月 

連携二回 ６，４２０円/月 ８，０２５円/月 

連携三回      × ９，６３０円/月 
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□緊急時等居宅カンファレンス加算 

当該病院又は診療所と共に、利用者の居宅を訪問しカンファレンスを 

行い、必要に応じて居宅介護サービス等の利用調整を行った場合、 

２，１４０円/回を加算。 

 □ターミナルケアマネジメント加算 

       終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の同意を

得た上で、主治医の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも

頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握す

るとともに、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主

治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合、４，２８０円/月を

加算。 

（２）介護支援専門員が、利用者の選択により通常の事業実施地域以外で居宅を訪問

して指定居宅介護支援を行う場合には、それに要した公共交通機関利用料金の

支払いが必要になります。自動車を使用した場合には、事業所の実施地域を越

えて、片道１km毎に３０円とします。なお、利用者から支払いを受けた場合は、

領収書を交付します。 
 

７．緊急時の対応 

  居宅介護支援サービスの実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた

時は、速やかに主治医、家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告

します。 
 

８．事故発生時の対応 

居宅介護支援事業所として事故を起こした場合には、市区町村、家族等へ連絡し、

必要な措置を講じるとともに、事故の状況及び事故に際して採った措置を記録しま

す。また、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

なお、事故発生の場合には、事故原因を解明し、再発防止策を講じます。事故には

至らずとも、事故が発生しそうになった場合や現状を放置すると事故に結びつく可

能性の高いものについては、事前に情報を収集し、事故を未然に防ぐ対策を講じま

す。 
 

９．業務継続計画 

  業務継続計画（BCP）の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利

用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定す

るとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施します。 

 

１０．衛生管理 

  感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等において、その対策 

  を協議し、対応指針等を作成します。また、研修会や訓練を実施し感染症対策の資 

  質向上に努めます。 
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１１．虐待の防止 

  居宅介護支援事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するための対策を検討

する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を

図ります。また、居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備し、

従業者に対し、研修を定期的に実施します。これらの措置を適切に実施するための

担当者を置きます。 
 

１２．身体的拘束等の適正化 

  利用者または他の利用者当の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束を行いません。また、身体的拘束を行う場合には、その様態

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記入しま

す。 
 

１３．従業者の研修について 

利用者に対して適切な居宅介護支援が提供できるよう、従業者の資質の向上のため

に、研修の機会を確保しています。 

 

 

年間研修予定 

４月 相談援助技術 １ ０ 月 感染症 業務継続計画 

５月 人権擁護 新任研修 １ １ 月 事例検討 新任研修 

６月 個人情報 １２月 メンタルヘルスケア 

７月 障害者支援 新任研修 １月 虐待防止研修 新任研修 

８月 AED ２月 認知症研修 

９月 医療連携 新任研修 ３月 法令順守・倫理規定 新任研修 

 
 

１４．秘密保持 

担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がある場合を除き、その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。 
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１５．相談窓口・苦情対応 

○ 公的な機関への苦情の申し出等もできます。苦情の申出先は各市区町村の  

  介護保険の担当課です。 

(1)当事業所お客様相談窓口 

電話番号 ０４６７－７１－５５２０ 

ＦＡＸ番号 ０４６７－７１－５５２１ 

介護支援専門員 

・細谷 勝彦 ・樫崎 文 ・飯島 文代  

 

対応時間 

 

９時００分から１８時００分まで。 

祝日を含む月曜日から金曜日まで電話が通じます。 

土曜日及び日曜日と営業時間外は、留守番電話又は携帯

電話にて対応できる体制となっています。 

 

(2)当事業所お客様苦情対応窓口 

電話番号 ０４６７－７１－５５２０ 

ＦＡＸ番号 ０４６７－７１－５５２１ 

管理者 細谷 勝彦 

ただし、夜間の時間帯については、法人の本部がある 

特別養護老人ホーム 泉の郷で対応いたします。 

 電話番号  ０４５－８００－１８００ 

 ファックス ０４５－８００－１８１１ 

直ちに担当者に連絡を取り検討を行い、遅くとも 

２日以内に具体的対応を行うようにします。 

 

(3)サービス提供地域における市区町村介護保険担当窓口 

 電話番号 ＦＡＸ番号 

綾瀬市 高齢介護課 ０４６７－７０－５６３６ ０４６７－７０－５７０２ 

横浜市 はまふくコール ０４５－２６３－８０８４ ０４５－５５０－３６１５  

泉区  高齢障害支援課 ０４５－８００－２４３６ ０４５－８００－２５１３  

瀬谷区 高齢障害支援課 ０４５－３６７－５７１４ ０４５－３６４－２３４６  

 

(4)その他の公的機関 

国民健康保険団体連合会 

苦情相談窓口 

電話番号 

０４５－３２９－３４４７ 

 


